
院 内 掲 示 

■電子的診療情報連携体制整備加算 
当院では質の高い診療を実施する為オンライン資格確認等から取得した診療情報（受診履歴、薬剤情報、特定健診情

報、その他必要な診療情報）を活用して診療を行っております。 

また以下の通り医療 DX を通じた柔軟な診療体制の整備に取り組んでいます。 

（1）オンライン請求を行っています。 

（2）診療報酬明細書を交付しています。 

（3）オンライン資格確認システムにより取得した診療情報を活用して診療を行っています。 

（4）電子処方箋を発行する体制を整えています 

（5）マイナンバーカードの健康保険証の利用を促進し、一定の実績を有しております。 

（6）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、当該サービスの対応予定です。 
 

■外来・在宅ベースアップ評価料 
産業全体で賃上げが進む中、医療スタッフの待遇改善を行い、人材確保に努め、良質な医療提供を継続することが 

できるようにするための取組として新設されました。ご理解くださいますよう、お願い致します。 
 

■一般名処方加算 
後発医薬品があるお薬については、商品名だけでなく一般名（有効成分の名前）で処方する場合があります。 

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。 
 

■外来感染対策向上加算 
・当院外来においては、患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他の感染症を疑わせる疾患（インフルエンザや新

型コロナウィルス感染症など）の外来診療に対応します。 

・外来での感染防止対策として、風邪症状、発熱症状など感染症の疑われる患者様を空間的・時間的に分離し、一般診

療の方とは導線を分けた診療スペースを確保して対応します。 

・当院では、院⾧を「院内感染管理者」と定め、クリニック全体で感染対策に取り組んでいます。 

・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を定期的に実施しています。 

・抗菌薬については厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用しています。 

・当院は、東京臨海病院との感染対策連携を取っており、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策

の向上に努めています。 
 

■夜間・早朝等加算 50 点 
厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯に算定します。 

平日午後 6 時以降／土曜日 12 時以降/日曜日・祝日 
 

■地域連携夜間・休日診療料 200 点 
当院では地域の他の保険医療機関の医師と連携をとり、救急医療の確保の為に夜間・休日又は深夜に診療が可能な体制

を整えています。上記、夜間早朝加算と同様の時間帯に算定させていただきます。 
 

■院内トリアージ実施体制加算 50 点 
当院では、患者様が迅速かつ適切な医療を提供する為に上記、夜間早朝加算と同様の時間帯にご来院された方を対象に

患者様の症状や状態を専門的に評価し、緊急度や重症度に応じて診療の優先順位を判断する「院内トリアージ」を実施

しております。このトリアージに基づき、診察の順番が前後する場合がございますので予めご了承下さい。 
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